
平成19年：小型船舶の安全キャンペーンを開始
平成20年：500t以上の内航船にＡＩＳ搭載義務付け

船舶事故の長期的な推移

船舶事故隻数と死者・行方不明者数の推移

（隻） （人）旅客船「紫雲丸」が
霧中で衝突・沈没

青函連絡船「洞爺丸」
他4隻が台風で沈没

昭和43年：条約批准に伴い満載喫水線表示の義務付け

昭和48年：定期検査の対象に小型船舶を追加

昭和31年：船舶復原性規則を制定

昭和26年：小型船舶操縦士制度の導入

昭和58年：条約批准に伴い海技免状の更新制度（５年毎）の導入

平成15年：一定の小型船舶乗船者にライフジャケット着用義務付け

昭和42年：年末年始の安全総点検を開始

昭和46年：交通安全基本計画の策定開始

昭和52年：海上衝突予防法を全面改正

船舶事故隻数

船舶事故による死者・行方不明者数

平成18年：安全管理規程の作成等の義務付け
平成18年：運輸安全マネジメント制度導入

昭和59年：大型船への自動衝突予防援助装置、無線電話の設置義務付け

統計データの出典：海上保安庁資料
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